
 76 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

午前10時00分 開議 

○議長（横井良隆君） 

 ただいまの出席議員数は11人です。定足数に達していますので、ただいまから本日の

会議を開きます。 

 本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。 

 

  日程第１、議案第39号大治町使用料及び手数料条例の一部を改正する条例についてを

議題といたします。 

  これから質疑を行います。 

  質疑のある方、どうぞ。 

 

  議長。 

〇議長（横井良隆君） 

   

 

  ございます。この条例改正は通知カード再交付手数料の規定をなくす

ものであり、また公布の日から執行するということでございます。ということは、現在

通知カードの再交付を行っていないと。町として行っていないということだと思われま

す。当然、法に基づくものではございますが、私の体験から少しお話しさせていただき

ますと私は通知カードをなくしました。法によると届けなきゃいけないということで届

け出て再交付をしていただきたいと願い出ました。津島税務署の関係で確定申告でカー

ドが必要だということであります。そのときに通知カードを再交付はしないと。個人番

号カードの方でやってくれということを言われました。結局、法としてはいつから通知

カードを再交付しなくなったのか。また、行政側としてはいつからなのか。この２点の

回答をお願いいたします。 

〇住民課長（堀田泰秋君） 

  議長。 

〇議長（横井良隆君） 

  住民課長、どうぞ。 

〇住民課長（堀田泰秋君） 

  今回の条例改正につきましてですが、法律は元年の５月31日に公布されておりまして、

施行については１年以内において政令で定めるということになっておりました。政令で

定められたのが令和２年５月７日に定められまして５月25日から開始をするということ

で定められました。それに従いまして、今回条例をお願いするわけでございますが、手
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続につきましては５月25日から手続はしておりませんので再交付はしておりません。新

たに記載事項の変更も行っておりません。法律に基づいて行っております。以上です。 

〇議長（横井良隆君） 

  他に。 

 

  議長。 

〇議長（横井良隆君） 

   

 

  ということは、大治町としては５月25日から通知カードを再交付しないということで

ございます。実は私、なくして届け出たのが４月中旬でございます。中旬ちょっと前か

な。大抵職員の方は通知カード再交付は手数料がかかるから、それより個人番号カード

は無料でできるのでということでお勧めいただいたと思うんですが、そこら辺やっぱり

事務として５月24日までやっているんだったらそこら辺も詳しく説明していただきたかっ

たと思うんですが、どうでしょうか。 

〇議長（横井良隆君） 

  暫時休憩といたします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

午前10時03分 休憩 

午前10時05分 再開 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

〇議長（横井良隆君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  他に質疑のある方。 

        ［｢なし｣の声あり］ 

◯議長（横井良隆君） 

  これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっています議案第39号は、文教厚生常任委員会に付託をいたします。 

 

  日程第２、議案第40号大治町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 

  これから質疑を行います。 

  質疑のある方、どうぞ。 

 

  議長。 
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〇議長（横井良隆君） 

   

 

  項数が変わっている

ということでございます。ちょっと調べたんですが、当然前の法律なので出てこないの

でちょっと何が抜けたから項が変わったのかだけ説明をお願いいたします。 

〇子育て支援課長（古布真弓君） 

  議長。 

〇議長（横井良隆君） 

  子育て支援課長、どうぞ。 

〇子育て支援課長（古布真弓君） 

  今回、施設型給付費を地域型保育事業者が受け取る場合に市町村の確認が要るわけで

すが、所在地の市町村と広域利用をする市町村が確認を両方しておったものが、所在市

町村のみが確認をすればよいと変わったものでございます。 

◯議長（横井良隆君） 

  他に。 

        ［｢なし｣の声あり］ 

◯議長（横井良隆君） 

  これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっています議案第40号は、文教厚生常任委員会に付託をいたします。 

 

 日程第３、議案第41号令和２年度大治町一般会計補正予算（第７号）を議題といたし

ます。 

 これから質疑を行います。 

 質疑のある方、どうぞ。 

〇１番（鈴木康友君） 

  議長。 

〇議長（横井良隆君） 

  １番鈴木康友議員。 

〇１番（鈴木康友君） 

  １番鈴木康友です。まず16ページ、17ページ、２款１項５目の工事請負費。煙感知器

の交換工事となっておりますが、煙感知器の交換のほか主機の状況はどのようになって

おりますでしょうか。こちらの方は更新等…… 

        ［｢何、なんだろう。ちょっと主機｣の声あり］ 

〇１番（鈴木康友君） 
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  受信機ですね。本体とか関連の機器についての更新等は今後必要となられるのでしょ

うか。感知器のみということですか。 

  あと42ページ、43ページ、７款６項…… 

〇議長（横井良隆君） 

  鈴木議員、もしあれだったらページ数とその項目だけで。 

〇１番（鈴木康友君） 

  ごめんなさい、間違えました。タブレットのページ数を言っていました。38ページ、

39ページです。失礼いたしました。７款土木費６項２目街路事業費。こちらの工事区分

の工事請負費、街路整備事業費の都市計画道路整備工事。こちらが補助金減額に伴う財

源更正ということで今年度の執行のメートル数といいますか、整備の距離数も減ってい

ると思うんですが全体の工期等の計画に変更はありますでしょうか。以上です。 

〇総務課長（大西英樹君） 

  議長。 

〇議長（横井良隆君） 

  総務課長、どうぞ。 

〇総務課長（大西英樹君） 

  煙感知器取替工事につきましては、天井についている煙を感知する機器のみの交換で

ございます。以上です。 

〇都市整備課長（後藤丈顕君） 

  議長。 

〇議長（横井良隆君） 

  都市整備課長、どうぞ。 

〇都市整備課長（後藤丈顕君） 

  工期でございますが、今回の内示を受けまして工期が１年は延びるというふうに考え

ています。今後も内示額や財政状況を見まして、財政当局と相談し進めてまいりたいと

考えております。以上です。 

〇議長（横井良隆君） 

  他に。 

 

  議長。 

〇議長（横井良隆君） 

   

 

  18款寄附金、２衛生費寄附金でございます。

塵芥処理事業寄附金、ピアゴ大治店ですね。レジ袋有料でその分を寄附していただいて



 80 

いるんですが、もともとピアゴさん、今年７月から法律で…… 

        ［｢９ページ｣の声あり］ 

 

  10ページ、11ページです。９ページと言った。間違えました、10ページ、11ページで

す。ごめんなさい。訂正いたします。10ページ、11ページ、18款寄附金、２衛生費寄附

金、塵芥処理事業寄附金でございます。法律に基づくレジ袋有料化の前からピアゴ大治

店はレジ袋有料で、結局その分を寄附していただいております。しかし、今回今年７月

から法律で有料化になってきたと。それで７月以降、寄附で変更があったのかどうかと

その点を１点。 

  37ページ、１農業費、４農地費でございます。21補償、補塡及び賠償金、物件補償費

でございます。これ当初予算の農業用施設維持修繕工事にかかわるもので、当初予算で

物件補償費は出ておりません。これは４月以降やっていく上で物件補償が必要になって

算出したものか、もともと当初予算のときに物件補償があったんですがある程度の金額

が確定していなかったから出してきたのか。その２点をお願いいたします。 

〇議長（横井良隆君） 

  暫時休憩といたします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

午前10時12分 休憩 

午前10時13分 再開 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

〇議長（横井良隆君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

〇産業環境課長（鈴木昌樹君） 

  議長。 

〇議長（横井良隆君） 

  産業環境課長、どうぞ。 

〇産業環境課長（鈴木昌樹君） 

  １問目のピアゴの方でございますが、こちらにつきましてはピアゴからの申し出によ

るものですので我々ではちょっとその辺わかりかねます。 

  また２問目でございますが、物件補償費でございます。こちらにつきましては、架空

線については認識しておったものでございますが、今回、今年度この事業につきまして

設計委託をかけておりますので、その中で移転が必要と決定したものにつきまして今回

計上させていただいたものでございます。 

〇議長（横井良隆君） 

  他に。 
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  議長。 

〇議長（横井良隆君） 

   

 

  今の物件補償費なんですが、架空線を移転せずに工事施工する方法というのを当時何

か考えられたんでしょうか。 

〇産業環境課長（鈴木昌樹君） 

  議長。 

〇議長（横井良隆君） 

  産業環境課長。 

〇産業環境課長（鈴木昌樹君） 

  架空線を移転せずに工事する方法でございますが、過去、北森水門におきまして軽微

な修繕等を行った際につきましては架空線を保護カバーのみで養生してクレーンでつり

上げたということもございました。そのため保護カバーのみで行うことも検討しており

ましたが、今回移設なしで工事施工は難しいという判断に至りましたので今回計上させ

ていただいたものでございます。 

〇議長（横井良隆君） 

  他に。 

〇６番（松本英隆君） 

  議長。 

〇議長（横井良隆君） 

  ６番松本英隆議員。 

〇６番（松本英隆君） 

  ６番松本です。40、41ページ、教育総務費の中の17の備品購入で各小中学校の体育館

等に入れるということなんですが657万8000円、10台。これまず上代とかあったと思うん

ですが、そこから大分値引きといいますか、そこら辺されているのか。見積もりを出さ

れてこの金額が出たということなんですか。 

〇議長（横井良隆君） 

  松本議員、もう少し大きな声で済みません。 

〇６番（松本英隆君） 

  済みません。ではもう一度。この備品購入費の657万8000円、10台購入されるというこ

とで、こちらの見積もり等をいただいたと思うんですが、上代とかに対してどれぐらい

の値引きがされているものなんですか。そこら辺答えられますか。ちょっと一度聞きた

いんですが。 
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〇議長（横井良隆君） 

  暫時休憩といたします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

午前10時16分 休憩 

午前10時16分 再開 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

〇議長（横井良隆君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

〇教育部次長兼学校教育課長（水野泰博君） 

  議長。 

〇議長（横井良隆君） 

  教育部次長、どうぞ。 

〇教育部次長兼学校教育課長（水野泰博君） 

  見積もりはとってございますが、カタログ等も取り寄せておりますが、定価について

は入っておりませんのでオープン価格かと思っています。以上です。 

〇６番（松本英隆君） 

  議長。 

〇議長（横井良隆君） 

  ６番松本英隆議員。 

〇６番（松本英隆君） 

  わかりました、オープン価格ね、なるほど。その上の役務費の運搬料。こちらの方が

49万5000円で単純計算１台当たり約５万円するんですね。それを考えると値引きが例え

ばそれぐらいの値段だったら定価で購入すると同じ形になってくると思うんですが、こ

の運搬料ってこちらでいろんな見積もりをとられたんですか。例えばここら辺だと西濃

運輸さんだとかいろんなところがあると思うんですが、そこら辺で各運送会社に見積も

りをとった後のものなのかどうか、ちょっとそこら辺教えてください。 

〇教育部次長兼学校教育課長（水野泰博君） 

  議長。 

〇議長（横井良隆君） 

  教育部次長、どうぞ。 

〇教育部次長兼学校教育課長（水野泰博君） 

  こちらちょっと申し訳ないんですが、実は見積もりを１台分でとらせていただいたと

いうことで当初１台の単価というような形で台数10台購入するので掛ける10とさせてい

ただいておるんですが、こちらにつきましては実際の調達に際しまして再度詳細を確認

しながら進めさせていただきたいと思っております。以上です。 
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〇６番（松本英隆君） 

  議長。 

〇議長（横井良隆君） 

  ６番松本英隆議員。 

〇６番（松本英隆君） 

  わかりました。これは１台当たりのやつでという最大のマックスの金額だということ

ですね。いろいろまたこの金額に対しての報告もお願いしたいと思います。 

〇議長（横井良隆君） 

  他に。 

〇12番（下方繁孝君） 

  議長。 

〇議長（横井良隆君） 

  12番下方繁孝議員。 

〇12番（下方繁孝君） 

  37ページ、先ほども質問があったと思うんですが、補償、補塡及び賠償金。これは農

地費の方ですね。このことでちょっとお伺いします。補償補塡ということですが、これ

は場所が通学路であり、また交通の激しいところですね。信号のところだから渋滞がい

つもしているんですが、これって期間ってどれぐらいの見込みで移設というか考えてお

られますか。 

〇産業環境課長（鈴木昌樹君） 

  議長。 

〇議長（横井良隆君） 

  産業環境課長、どうぞ。 

〇産業環境課長（鈴木昌樹君） 

  まだ実質、工事の方の契約が終わっておりませんので施工計画等出ておらない状態で

ございますが、もともと発注の我々の見通しとしましては年末ぐらいから現場に入るよ

うな計画で考えておるものでございます。 

〇12番（下方繁孝君） 

  議長。 

〇議長（横井良隆君） 

  12番下方繁孝議員。 

〇12番（下方繁孝君） 

  今さっきも言いましたように通学路になっておりますので、できるだけ速やかな工事

を進めていただきたいなと思うんですね。この水門のところは当初の予算でいいますと

概要では老朽化ということで工事をされるようですが、これって安定化するというか農
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業経営の安定化を図るためということですがその辺のところの説明をちょっとお願いし

たいと思います。この工事の内容、いいですかね、それは。 

        ［発言する者あり］ 

〇12番（下方繁孝君） 

  一応それで速やかにお願いしたいと思います。以上です。 

〇議長（横井良隆君） 

  他に。 

        ［｢なし｣の声あり］ 

○議長（横井良隆君） 

 これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっています議案第41号は、予算決算常任委員会に付託をいたします。 

 

 日程第４、議案第42号令和２年度大治町介護保険特別会計補正予算（第１号）を議題

といたします。 

 これから質疑を行います。 

 質疑のある方、どうぞ。 

        ［｢なし｣の声あり］ 

○議長（横井良隆君） 

  これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっています議案第42号は、予算決算常任委員会に付託をいたします。 

 

 日程第５、議案第43号令和２年度大治町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

を議題といたします。 

 これから質疑を行います。 

 質疑のある方、どうぞ。 

        ［｢なし｣の声あり］ 

○議長（横井良隆君） 

 これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっています議案第43号は、予算決算常任委員会に付託をいたします。 

 

  日程第６、議案第44号令和２年度大治町下水道事業会計補正予算（第１号）を議題と

いたします。 

  これから質疑を行います。 

  質疑のある方、どうぞ。 

原経夫君） 
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  議長。 

〇議長（横井良隆君） 

   

 

  す。未収入金、未払金のこ

とでございますが、これは公共下水道が企業会計になったことによって３月31日でびしっ

と収支を切るということで未収入金、未払金が発生するということではないかと。本来、

今までですと公共事業会計ですとある程度予算を組んでいて、それでその中で４月１日

以降出ている部分を入れて決算をつくると思うんですが、公共下水会計から企業会計に

変わったからかなと思うんですが、それで最初予算を組んで若干見込みが違ってきて変

わってきているということではないかなと思うんですが、そこら辺そのような考えで正

しいのか。若干違っていたらそこら辺の補足をお願いいたします。 

〇下水道課長（済田茂夫君） 

  議長。 

〇議長（横井良隆君） 

  下水道課長、どうぞ。 

〇下水道課長（済田茂夫君） 

  ただいまの御質問ですが、議員おっしゃるとおり令和２年４月１日をもちまして下水

道会計が企業会計に変わりましたので、３月31日をもって特別会計を打ち切りをしまし

たのでその分収入が見込まれないもの、支出ができないものを当初予算の中で概算で上

げさせていただきましたが、今回確定をしましたので確定の数字で補正をさせていただ

くものになりますのでよろしくお願いいたします。 

〇議長（横井良隆君） 

  他に。 

        ［｢なし｣の声あり］ 

〇議長（横井良隆君） 

  これで質疑を終わります。 

  ただいま議題となっています議案第44号は、予算決算常任委員会に付託をいたします。 

 

 日程第７、議案第45号令和元年度大治町一般会計歳入歳出決算の認定についてを議題

といたします。 

 これから質疑を行います。 

 質疑のある方、どうぞ。 

〇８番（林 哲秀君） 

  議長。 
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〇議長（横井良隆君） 

  ８番林 哲秀議員。 

〇８番（林 哲秀君） 

  ８番林 哲秀でございます。２問ほどちょっとお伺いしたいと思います。 

  ページ数が125ページ、ここの一番上の行旅病人及び死亡人という法律があるんですが、

多分この法律に基づいてやられたと思いますが、緊急なことでございますので予備費か

ら使ったということでそれは別に納得はしておりますが、この法律の９条について、ちょっ

と後でお伺いしますが、実は補正なんかでも100円、200円で出し入れしておるんですが、

私が言いたいことはこういうことはやっぱり議会に報告してほしかったんですが、いつ

の事件で９条にありますように公示公告をしないかんということでいつされたのか。ちょっ

とそれを連絡していただきたいという部分があります。それが１問目です。 

  ２問目が、209ページ、学校の長寿命化計画682万というのがあるんですが、多分２月

20日ぐらいまでに終了したということで前の決算には載っておりますが、報告は何か９

月の議会の前にホームページに、アイパッドに載ったんですが、なぜそんなに遅くなっ

たのか。こういうものももっと早く計画書を議会の方に提出なり報告なりをしていただ

きたかったと思いますが、この２点でちょっとお願いしたいんですが。 

〇福祉部次長兼民生課長（加藤 謹君） 

  議長。 

〇議長（横井良隆君） 

  福祉部次長、どうぞ。 

〇福祉部次長兼民生課長（加藤 謹君） 

  まず125ページになります。行旅死亡人の関係でございます。昨年度２件取り扱いいた

しました。１件目が昨年の６月の初旬でありまして、２件目が昨年の９月の中旬にござ

いました。先ほど議員が言われました告示の日付でございます。そちらにつきましては、

１件目の６月初旬にあった件につきましては、町の方で６月21日付で告示をしておりま

す。もう１件ございました、こちらにつきましては11月７日付で告示をしております。

以上でございます。 

〇教育部長（福原多加志君） 

  議長。 

〇議長（横井良隆君） 

  教育部長、どうぞ。 

〇教育部長（福原多加志君） 

  済みません。長寿命化計画の報告がおくれたということなんですが、議員の言われる

とおり本来なら３月で報告すべきを現在に至ったということでまことに申し訳ありませ

んでした。以上です。 
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〇８番（林 哲秀君） 

  議長。 

〇議長（横井良隆君） 

  ８番林 哲秀議員。 

〇８番（林 哲秀君） 

  この行旅に関しましては、これは法律にのっとってやられたと思いますが、先ほど言

いましたように町長にお伺いしたいんですが、これはちょっと議会に報告していただき

たかったと思いますが、ここら辺についてはどう思われますかね。 

  それと今の２問目の確かにおくれましたということなんですが、何が原因でおくれた

のかちょっとそこら辺をしゃべることがあったらしゃべっていただきたいと思います。 

〇議長（横井良隆君） 

  暫時休憩といたします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

午前10時29分 休憩 

午前10時35分 再開 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

〇議長（横井良隆君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  209ページの長寿命化に対してのおくれた理由。 

〇教育部長（福原多加志君） 

  議長。 

〇議長（横井良隆君） 

  教育部長、どうぞ。 

〇教育部長（福原多加志君） 

  議員さんの方に報告がおくれた理由については、本当にコロナ対策等があったんです

があくまでも内部の事情によりおくれたということで今後このようなことがないように

十分注意しますのでよろしくお願いします。 

〇議長（横井良隆君） 

  他に。 

 

  議長。 

〇議長（横井良隆君） 

   

 

  予算全般にかかわることで大きく２点質問させていただきます。 
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  まず１点目は監査についてでございます。地方自治法が改正されまして第198条の４、

監査基準というものがございます。「監査基準は、監査委員が定めるものとする。」と。

第３項で「監査委員は、監査期日を定めたときは、直ちに、これを地方公共団体の議会、

町、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会又は公平委員会、公安委員会、労働委員

会、農業委員会その他法律に基づく委員会及び委員に通知するとともに、これを公表し

なければならない。」とあります。町のホームページに公表はされておりますが、議会

に報告ということでちょっとされたのかなというので少し思いがあります。その点と、

あと監査基準が公表されておりますのでその監査基準。町のホームページの公表資料で

公表されております。その中で第15条で「監査委員は、財務監査、行政監査及び財政援

助団体等監査に係る監査の結果に関する報告を作成し、議会、長及び関係のある委員会

又は委員に提出するものとする。」とあります。これで財政援助団体ですが、これ前の

方に見ていきますとこれは第２条の（３）であります。財政援助団体等監査で「補助金、

交付金、負担金等の財政的援助を与えている団体、出資している団体、借入金の元金又

は利子の支払を保証している団体、信託の受託者及び公の施設の管理を行わせている団

体の当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が当該財政的援助等の目的に沿っ

て行われているか監査すること」とございます。この財政援助団体というのは大治町の

場合、社会福祉協議会、シルバー人材センター、商工会は当たると思うんですが、それ

以外どういうところが当たるのか。これは監査をされておられるのか。議会に提出され

ているなら私議員の手元になきゃいけないんですが、そういうような関係。例年どおり

の監査の形式で資料が出されているだけですが、そこら辺どうなっているのか。 

  また、第３章の監査報告基準の３で、「監査委員は、例月出納検査の結果に関する報

告を作成し、議会及び長に提出するもの」とあります。議会と町長に提出しなさいとい

うものですが、これも具体的に見ておりませんのでそこら辺監査どうなっているのかと。

まずは報告ですね、どうなっているのかということを１点お聞きします。 

  ２点目は、基金に関するものでございます。一般会計歳入歳出決算書の一番最後のと

ころに261ページ、基金の運用状況を示す書類についてとありまして、これ法律に基づく

もので定額の資金を運用するためのもの。いわゆる大治町では土地開発基金だけでござ

いますが、これに関して書類がついておりますが、土地開発基金、本来は土地取得特別

会計に係るものですからこちらの方で監査が出てくるべきではないのかなと。なんでこっ

ちの一般会計で出てくるのかなという疑問と、258ページ、基金の運用でございます。地

方自治法また大治町の条例で基金は有効に運用しなきゃいけないと。つまり利息をなる

べく取ってくるようにするということでございますが、これ前年度末現在高と決算の中

の利子で計算しますと土地開発基金は0.04、約0.04、つまりＪＡの定期預金がほとんど

だと思いますが、あと大規模まちづくり事業などは0.010。これは普通預金で全部やって

いるのかなということが推測されますが、ここら辺基金なるべく定期で運用すべきだと
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思いますが、なんかいろいろちょっと問題があるかもしれませんが、法及び条例に基づ

くものとしてはなるべく定期で運用して利子を稼ぐというのが法及び条例の趣旨でござ

いますので、そこら辺どのように運用しているのかと。 

  あと、国保とか介護の方もございますが、これはこの場で一緒に報告していただけれ

ば一番いいですし、個別でということでしたら国保の会計、介護の会計のときにまた質

問させていただきます。以上、２点でございます。 

〇議長（横井良隆君） 

  ２点どころじゃない。 

 

  大きく２点でございます。 

〇議長（横井良隆君） 

  暫時休憩といたします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

午前10時42分 休憩 

午前10時43分 再開 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

〇議長（横井良隆君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

◯監査委員事務部局書記長（八神久美君） 

  議長。 

〇議長（横井良隆君） 

  監査委員事務部局書記長、お願いいたします。どうぞ。 

◯監査委員事務部局書記長（八神久美君） 

  監査委員事務部局ということでお答えをさせていただきます。 

  まず監査基準が配付されているかというようなことでございますが、監査基準は４月

１日施行で３月中に、ごめんなさい、日にちだけは申し訳ありません、今ちょっと失念

しておりますが、町長それから議会それから各執行機関の長宛てに配付をさせていただ

いております。議会宛てにも文書でお渡しておりますが、各議員個人のタブレットにあ

げるということはしておりません。それは公表資料ということでホームページの方に載

せさせていただいておりますのでそういうことはしておりません。 

  それから例月出納検査等の結果につきましても文書で町長それから議会宛てに報告は

させていただいております。その書類につきましては、議員控室のキャビネットの中に

綴って置いてございます。 

  それから各財政補助団体の監査ということでございますが、この監査基準につきまし

ては４月１日施行のものでございますので、今年度財政補助団体の監査等は計画に基づ
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いて執行するということになっております。 

  

補助金の交付団体。それから商工会等になりますし、その他補助金を出している団体と

いうところで毎年全てを監査するかというとそれは計画に基づいてやりますので全てが

監査できるわけではございません。あくまでも非常勤の監査委員でございますのででき

る範囲が限られているかと考えておりますので、計画に基づいて監査はさせていただく

ということになっております。以上です。 

〇議長（横井良隆君） 

  基金の運用状況。 

〇会計管理者兼会計室長（長尾啓史君） 

  議長。 

〇議長（横井良隆君） 

  会計管理者。 

〇会計管理者兼会計室長（長尾啓史君） 

  基金の御質問でございますが、運用につきましては最も確実、有利な方法により運用

するということになっておりますので、全ての基金におきまして定期預金で運用してお

ります。一部財政調整基金につきましては普通預金で運用しているものもありますが、

全てほとんど定期預金にて運用させていただいております。 

〇議長（横井良隆君） 

  土地開発基金、なぜ一般会計にあるか。 

  暫時休憩といたします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

午前10時46分 休憩 

午前10時47分 再開 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

〇議長（横井良隆君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  先ほど質疑がありました、土地開発基金はなぜ一般会計に綴ってあるかということは

後日報告をいただきます。 

  他に質疑のある方、どうぞ。 

 

  議長。 

〇議長（横井良隆君） 
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  81ページ、一斉メール配信システム使用料。平成30年度はメール登録者数1,991人、令

和元年度が2,098人。配信数が約500件に令和元年度が約440件。金額が約１万3000円ぐら

い減っているんですが、登録者数でこの使用料が決まるのか。配信数で使用料が決まる

のか。その辺ちょっと教えていただけますか。 

〇企画課長（水野克哉君） 

  議長。 

〇議長（横井良隆君） 

  企画課長、どうぞ。 

〇企画課長（水野克哉君） 

  こちらの費用につきましては定額の費用となってございます。 

 

  議長。 

〇議長（横井良隆君） 

   

 

  仮に登録者数が１万件とか配信数がそんなことはないと思いますが100件だとしても変

わらないということですか。 

〇企画課長（水野克哉君） 

  議長。 

〇議長（横井良隆君） 

  企画課長。 

〇企画課長（水野克哉君） 

  そのとおりでございます。 

〇議長（横井良隆君） 

  他に。 

 

  議長。 

〇議長（横井良隆君） 

   

 

  では、今回金額が違うのはどういう理由で。 

〇企画課長（水野克哉君） 

  議長。 

〇議長（横井良隆君） 

  企画課長、どうぞ。 
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〇企画課長（水野克哉君） 

  減額になった理由でございますが、平成30年の10月に契約更新がございました。その

ときに導入費用にかかる費用が減額となったためでございます。 

〇議長（横井良隆君） 

  他に。 

〇６番（松本英隆君） 

  議長。 

〇議長（横井良隆君） 

  ６番松本英隆議員。 

〇６番（松本英隆君） 

  ６番松本です。１点だけ。145ページ、ファミリー・サポート・センターの事業費負担

金の方なんですが、こちらの方、前も聞いたかもしれません。負担金をどのように、あ

ま市さんとやっていると思うんですが、ちょっとそこら辺の負担金の分け方というかど

のようにされているのか。ちょっとそこだけ教えていただけますか。 

〇子育て支援課長（古布真弓君） 

  議長。 

〇議長（横井良隆君） 

  子育て支援課長、どうぞ。 

〇子育て支援課長（古布真弓君） 

  ファミリー・サポート・センターの負担金でございますが、こちらはあま市に事務局

をやっていただいておりまして大治町は負担金として払っているものでございます。基

本的には基本割が総額の２分の１を２市町で割ったものと、人口割で２分の１を人口割

により案分したものになっております。 

〇６番（松本英隆君） 

  議長。 

〇議長（横井良隆君） 

  ６番松本英隆議員。 

〇６番（松本英隆君） 

  ２分の１ずつということは400どれだけということですよね。この基本の方がちょっと

余りよくわからないんですが、実際大治町として250人、負担金として200万円払ってい

る。たしか依頼会員が提供会員に支払っているということでお金はほとんど動かないと

思うんですけれどね。実際これ内容としてどうなんでしょう。向こうでやっているのは

人件費とかそんなような内容なんですかね。400万円という数字はどうですかね。 

〇子育て支援課長（古布真弓君） 

  議長。 
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〇議長（横井良隆君） 

  子育て支援課長、どうぞ。 

〇子育て支援課長（古布真弓君） 

  この負担金にかかるものは利用される方については直接提供会員にお支払いするもの

で、この負担金においては事務局、ファミリー・サポート・センターを委託している事

業者にかかる費用となっております。 

〇６番（松本英隆君） 

  議長。 

〇議長（横井良隆君） 

  ６番松本英隆議員。 

〇６番（松本英隆君） 

  わかりました。あと１点、ファミリー・サポート・センターの負担金をやってという

ことなんですが、決算書みたいなものはいただいていますか。 

〇子育て支援課長（古布真弓君） 

  議長。 

〇議長（横井良隆君） 

  子育て支援課長、どうぞ。 

〇子育て支援課長（古布真弓君） 

  決算書といいますか事業報告としていただいております。 

〇議長（横井良隆君） 

  他に。 

 

  議長。 

〇議長（横井良隆君） 

   

 

  79ページ、ホームページ保守更新業務委託料でございま

す。ホームページの更新ですね。それでちょっとホームページを見ましたら統計データ

というのがございます。それを見ていくと今年は令和２年ですが、平成29年でとまって

いるデータなどもございます。そこら辺本来わかるものはすぐ更新して平成31年、また

令和２年とかいうのに更新すべきだと思うんですが、ここら辺は業者の関係で更新がさ

れていないのか。それとも行政側の関係で更新がおくれているのか。そこら辺まず１点

お聞きしたいと思います。 

  ２点目、125ページ、真ん中ぐらいにある大治町社会福祉協議会運営補助金でございま

す。９月の補正予算で事務局長の人件費10割補助ということで上がっております。結局、
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補正予算で上げた額と実際決算で出た額幾らなのか。そこら辺これだけだとその部分が

わからないので答えていただきたいのと、もう１つは205ページ、教育総務費の事務局費

の職員人件費の給料の一般職とか職員手当などで、同じように部長やめられて再任用で

やられた方ですね。そこら辺の人件費などの額ですね、そこをちょっと出していただき

たいというふうに思います。どちらもきちっとした手続で支出されているものでござい

ますので、正確に社会福祉協議会の事務局長の人件費等で幾ら補助したのか。教育委員

会の再任用で幾らかかったのか。そこをきちっと数字として出していただきたいと思い

ます。まず２点お願いしたいと思います。 

〇議長（横井良隆君） 

  余り決算審査とは関係ないような気がしますが答えられますか。 

 

  きちっとした数字を出してくれと。 

〇総務部長（粂野和彦君） 

  議長。 

〇議長（横井良隆君） 

  総務部長、どうぞ。 

〇総務部長（粂野和彦君） 

  ホームページの更新についてお話をさせていただきたいと思います。確かに議員御指

摘のとおりデータが古いことがあると思っております。今後につきましてはなるべく早

くデータの更新作業を進めるということで御理解をお願いしたいと思います。 

〇総務課長（大西英樹君） 

  議長。 

〇議長（横井良隆君） 

  総務課長、どうぞ。 

〇総務課長（大西英樹君） 

  続きまして、教育費の再任用の人件費につきましては１人の経費が計上されておりま

すが、個々の給料ということで答弁は差し控えさせていただきたいと思います。以上で

す。 

〇議長（横井良隆君） 

  社協の人件費は。 

  暫時休憩といたします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

午前10時58分 休憩 

午前10時59分 再開 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 
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〇議長（横井良隆君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  答弁、どうぞ。 

〇福祉部次長兼民生課長（加藤 謹君） 

  議長。 

〇議長（横井良隆君） 

  福祉部次長、どうぞ。 

〇福祉部次長兼民生課長（加藤 謹君） 

  本町から補助対象としております人件費の総額につきましては3356万2007円となって

おります。以上でございます。 

〇議長（横井良隆君） 

  他に。 

原経夫君） 

  議長。 

〇議長（横井良隆君） 

   

 

  167ページ、下の方の海部地区環境事務組合負担金にかかわることでございます。ごみ

袋を販売していると。それで収益が上がっているということで成果報告書でありまして、

結局ですね、大ざっぱでいいんですが、全体の環境関係の経費、ごみ袋の収入が何割ぐ

らいで残りが町の方から負担をしていると思うんですが、そこら辺の割合、大ざっぱで

いいのでそこら辺わかれば御説明願いたいということでございます。 

○議長（横井良隆君） 

  暫時休憩といたします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

午前11時01分 休憩 

午前11時04分 再開 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（横井良隆君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

○建設部長（三輪恒裕君） 

  議長。 

○議長（横井良隆君） 

  建設部長、どうぞ。 

○建設部長（三輪恒裕君） 
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  ごみ袋、今議員おっしゃられているのは収集運搬手数料に上がりまして、恐らく海部

地区環境事務組合ができた平成14年、15年の袋、以前は紙の袋の可燃ごみのみの紙の袋

を使っておったと思うんですが、それから可燃、プラ、不燃とでき上って、それから大

と小ができ上ったと思うんです。私も手数料がどれぐらいの割合を占めるのかというこ

とを過去の担当課にも聞いたんですが、厳密なことはほかの市町村の担当者に聞いても

明確な答えが出なかったんですが、当初は半分は住民の排出者の持ちだと。残りの半分

は行政で持ちましょうというのから恐らく20円、15円という単価が設定されたと聞き及

んでおります。ただし、それはあくまでも当時の担当者がそういうふうに決めたのでは

ないかというお話でした。以上でございます。 

○議長（横井良隆君） 

  他に。 

 

  議長。 

○議長（横井良隆君） 

  もう終わり。３回終わった。もう終わりました。 

  他にありませんか。 

        ［｢なし｣の声あり］ 

○議長（横井良隆君） 

  これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっています議案第45号は、予算決算常任委員会に付託をします。 

 ここで暫時休憩といたします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

午前11時05分 休憩 

午前11時16分 再開 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（横井良隆君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

 日程第８、議案第46号令和元年度大治町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定に

ついてを議題といたします。 

 これから質疑を行います。 

 質疑のある方、どうぞ。 

 

  議長。 

○議長（横井良隆君） 
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  ちょっと１点だけお聞きいたします。 

○議長（横井良隆君） 

  ちゃんと番号と名前を言ってからするように。 

 

  

きしましたが、昨年度の決算の中で法定減免などではなくて申請による減免。その減免

が何件ぐらいあったのか、よろしくお願いいたします。 

○保険医療課長（橋本健司君） 

  議長。 

○議長（横井良隆君） 

  保険医療課長、どうぞ。 

○保険医療課長（橋本健司君） 

  平成31年度の国保税の減免の件数につきましては…… 

        ［発言する者あり］ 

○保険医療課長（橋本健司君） 

  令和元年度の国保税の減免件数につきましては、非自発による減免が41件で町の減免

が18件で計59件で、320万7000円の減免を行いました。以上です。 

○議長（横井良隆君） 

  他に。 

        ［｢なし｣の声あり］ 

○議長（横井良隆君） 

  これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっています議案第46号は、予算決算常任委員会に付託をいたします。 

 

 日程第９、議案第47号令和元年度大治町土地取得特別会計歳入歳出決算の認定につい

てを議題といたします。 

 これから質疑を行います。 

 質疑のある方、どうぞ。 

        ［｢なし｣の声あり］ 

○議長（横井良隆君） 

 これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっています議案第47号は、予算決算常任委員会に付託をいたします。 

 



 98 

 日程第10、議案第48号令和元年度大治町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定につい

てを議題といたします。 

 これから質疑を行います。 

 質疑のある方、どうぞ。 

 

  議長。 

○議長（横井良隆君） 

   

 

  

免で法定減免ではなくてそれ以外の減免、いわゆる法定減免以外の減免ですね。何件ぐ

らいあったのかと。もしなければなしでですが、その点お願いいたします。 

○福祉部次長兼民生課長（加藤 謹君） 

  議長。 

○議長（横井良隆君） 

  福祉部次長、どうぞ。 

○福祉部次長兼民生課長（加藤 謹君） 

  減免の件数はございませんでした。 

○議長（横井良隆君） 

  他に。 

        ［｢なし｣の声あり］ 

○議長（横井良隆君） 

 これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっています議案第48号は、予算決算常任委員会に付託をいたします。 

 

 日程第11、議案第49号令和元年度大治町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定

についてを議題といたします。 

 これから質疑を行います。 

 質疑のある方、どうぞ。 

 

  議長。 

○議長（横井良隆君） 

   

 

  19ページ、下の方の下水道処理委託料４万4085円でござ
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います。これ汚水排出量549立方メートルで割ると１立方メートル当たり約80.3円になり

ます。その下の日光川下流流域下水道維持管理費負担金でございます。これちょっと決

算ではどれぐらいの立方メートル、排出量あったかわかりませんので令和２年度の予算、

ちょっと若干違うかもしれませんが、それでやったところ約112円、立方メートル。正確

ではございません。ですから、令和元年度実際使用料で割っていただくともう少し正確

な値が出ます。名古屋市に委託すると80円ちょっと、日光川下流流域下水道、建設費を

入れていません。建設費なしでございますが、それでも110円ちょっとかかっていると。

日光川下流流域下水道の方が高いと。単純比較でございますが。こういうことがわかり

ましたが、そこら辺もうちょっと令和元年度どれぐらい排出量があったか。わかれば管

理負担金割れば１立方メートル当たり幾らかかったのかとわかるのでそこの数字をお願

いいたします。 

○下水道課長（済田茂夫君） 

  議長。 

○議長（横井良隆君） 

  下水道課長、どうぞ。 

○下水道課長（済田茂夫君） 

  令和元年度の大治町が流域から認定されている認定水量の水量につきましては、36万

285立米を使用したことになっております。令和元年度の維持管理負担金の処理単価とい

たしましては流域の方で111.4円の１立米当たりの単価となっておりますのでよろしくお

願いいたします。 

○議長（横井良隆君） 

  他に。 

        ［｢なし｣の声あり］ 

○議長（横井良隆君） 

 これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっています議案第49号は、予算決算常任委員会に付託をいたします。 

 

 日程第12、議案第50号令和元年度大治町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定

についてを議題といたします。 

 これから質疑を行います。 

 質疑のある方、どうぞ。 

 

  議長。 

○議長（横井良隆君） 
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ざいますが、後期高齢者、昨年度では法定減免ではなくて申告による減免が何件あった

のか。ゼロならゼロで構いませんがそれを報告お願いいたします。 

○保険医療課長（橋本健司君） 

  議長。 

○議長（横井良隆君） 

  保険医療課長、どうぞ。 

○保険医療課長（橋本健司君） 

  昨年度の後期高齢者の申請につきましては１件もございませんでした。以上です。 

○議長（横井良隆君） 

  他に。 

        ［｢なし｣の声あり］ 

○議長（横井良隆君） 

 これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっています議案第50号は、予算決算常任委員会に付託をいたします。 

 

  日程第13、議案第52号大治町道路線の認定についてを議題といたします。 

  これから質疑を行います。 

  質疑のある方、どうぞ。 

        ［｢なし｣の声あり］ 

〇議長（横井良隆君） 

  これで質疑を終わります。 

  ただいま議題となっています議案第52号は、総務建設常任委員会に付託をいたします。 

 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日はこれで散会をいたします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

午前11時24分 散会 

 

 

 

 

 

 

  


